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はじめに 

我が国最大の食糧供給地である北海道は、地域によって気候や立地

条件に応じた特色ある農業が営まれています。農村で健全な生産活動

が行われることによって、土壌の流出・浸食防止、洪水調整、水源涵

養、外来種の侵入防止など、多面的機能も発揮されます。また、開発

や気候変動、増えすぎた野生動物などを要因とする自然環境の減少・

劣化が進行するなかで、農村は様々な生き物の生育・生息する場とな

っており、自然環境の代替地として、北海道の生物多様性を支える重

要な生態系と位置づけられます。 

北海道の生物多様性を保全することを目標として、様々な自然環境

の保全研究に取り組んできた私たちは、平成 29 年に農村生態系の保

全をテーマとした新たな研究課題を立ち上げました。農業生産活動と

のバランスをとりながら、農村生態系の生物多様性を保全するため、

農地を取り巻く様々な環境の管理手法を提案することをめざし、当別

町をモデル地域として、生物相や生き物どうしのつながりを明らかに

するための調査を行いました。 

研究を進めるにあたり、北海道農政部農業振興局農村計画課や石狩

振興局をはじめとした各総合振興局及び振興局の産業振興部調整課の

方々との勉強会を行う中で、農業生産の基盤と農村の生活環境の整備

を行う農業農村整備において、環境に配慮した事業実施が求められて

いること、しかし現場では、少ない担当職員が限られた予算と時間の

中で、どう取り組むべきか苦慮していること、また環境情報協議会に

おいて、環境の専門家や地域住民との意見交換、情報収集が十分に行

われていないことなど、多くの課題があることが明らかになりました。 
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そこで、研究の調査結果と文献等の情報をとりまとめ、担当者が農

業農村整備の中で取り組みやすい環境配慮について示した手引きを作

成しました。 

 この手引きの第１章から第３章は、農村の様々な環境の紹介や環境

配慮の考え方、取り組みに必要な情報を記載しています。そして、第

４章に調査や環境配慮の取り組みの手法を提案しています。全道の農

村環境をより良いものにしていくために、事業を担当する職員の皆さ

んに活用していただければ幸いです。 
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第１章 農業農村整備における環境配慮 

（１）農業農村整備 

農業農村整備は、農村を対象として農地や農業用用排水路などの生

産基盤の整備や農道整備などの農業生産を支える整備を進めるもので

す。また、農業集落排水施設など生活環境基盤の整備やダム、ため池

など災害を防止する施設の整備なども進めます。さらに、地域ぐるみ

で行う水路法面の草刈り、用排水路の泥上げなど農業施設の保全活動

や、都市との交流活動などを支援します。 

農業農村整備のうち、農業生産基盤の整備を行う事業は、土地改良

法に基づき土地改良事業と呼ばれています。土地改良事業は、地域の

農家からの申請に基づいて工事を行うボトムアップ型の事業です。事

業内容や規模により、国、道、団体（市町村と土地改良区）が事業主

体となります。一方、地域の共同活動として取り組む農業施設などの

保全管理には、多面的機能支払交付金が活用されています。 

北海道では、「北海道農業・農村振興条例」（2020 年改正）に基づ

き、道農政全体の中期的な指針として「第 6 期北海道農業・農村振興

推進計画」（2021 年策定）が策定されています。この計画における農

業農村整備の展開方向、今後の進め方、重点的な取り組みをわかりや

すく示したものが、「北海道農業農村整備推進方針」（北海道農政部 

2012）です。 
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（２）「北海道農業農村整備推進方針」における環境配慮 

「北海道農業農村整備推進方針」（北海道農政部 2012）では、農業

生産基盤である「農地」、「農業用水」、「農業用施設」に加え、多様な

生き物が生息する健全な生態系が保たれた「自然環境」と、農地と自

然、農業用施設が調和した美しい「農村景観」を、農村の５つの地域

資源と位置づけています。 

農業農村整備は、５つの地域資源が有機的に結びつき、良好な状態

に保たれるよう保全・整備し、“多面的機能が十分発揮される豊かな農

村空間を創造”することをめざします。このような農村空間は、安全・

安心な「食」を安定して供給するとともに、良好な環境と美しい景観

が住民や訪れた人々に潤いや安らぎを与えます。 

豊かな農村空間を創造するため、農業農村整備の実施にあたり、環

境配慮に取り組むことが求められています。環境配慮の基本的な考え

方を示した「北海道農業農村整備環境配慮指針」（北海道農政部 2005）

は、配慮すべき３つの事項を次のように定めています。 

①生態系の保全への配慮：農地やその周辺の水辺や林などには、多様

な生き物が生息しており、それらの生息環境の保全や移動ルートの

確保などに配慮する。 

②多面的機能増進への配慮：農産物生産のほか、様々な“めぐみ“が

私たちの生活にもたらされるよう、用排水施設などの親水機能の増

進、法面緑化、防風林の保全、水質の保全などに配慮する。 

③農村景観の保全への配慮：北海道ならではの農村景観を保全するた

め、景観と調和したデザインや工法の採用、畔や法面の緑化、防風

林などの保全に配慮する。  
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（３）農村の環境や景観はなぜ大切か？ 

～生物多様性保全からみた環境配慮が必要な理由～ 

北海道は、自然の宝庫だといわれています。美しいお花畑が広がる

高山、クマゲラのドラミングの音が響く深い森、蛇行する川がゆった

りと流れる湿原、ハマナスやハマエンドウの花が咲き乱れる砂浜など、

北海道ならではの豊かな自然があります。 

しかし、開拓の歴史の中で、すでに多くの自然は消失し、残された

自然も減少と孤立化、質の劣化が進んでいます。いまや、広い北海道

でも、人の手が入ったことのない原生的な自然はほとんどなくなった

といわれています。 

一方、広々とした美しい田園風景は、北海道のもうひとつの魅力と

なっています。区画整理が進んだ水田、馬鈴薯やカボチャの畑、牧草

ロールが点々と置かれた牧草地が広がり、防風林が整然と配置されて

います。田植えの時期には、用水路に豊富な水が流れます。農地を中

心とした農村環境は、食糧生産を目的として人の手で作られた環境で

すが、水路や水を張った水田は水辺として、農地や畔は草原として、

防風林は森林として、自然と同じような機能をあわせ持つという側面

ももっています。このような環境からなる農村は、失われた自然環境

の代替地として、様々な生き物のすみかを提供しており、北海道の生

物多様性を保全するうえで注目されるべき、大切な生態系なのです。

農村で継続的に農業生産活動が行われることにより生まれるこのよう

な機能は、農作物のように市場で評価されるものではありませんが、

私たちの暮らしに有形無形の利益をもたらします。 
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第２章 農村環境の成り立ち 

（１）農村環境 

農村に広がる農地は、水田や畑といった耕作地や牧草地など、地域

によって特徴がみられます。農地のほかにも、農村は様々な環境で成

り立っています。水田の境界は畦畔で仕切られ、用排水路が整備され

ています。農地の周辺に防風林が配置されている地域も多くみられま

す。また、一時的に耕作をしていない遊休農地やため池、ほとんど利

用されることなく自然度の高い状態のまま残された湿地や林などもあ

ります。これらは、それぞれが特徴を持った環境であり、農業活動に

より創造される二次的自然と捉えることができます（日本学術会議 

2001）。 

 

（２）自然環境と農村環境の違いは？ 

多くの自然環境は、多様な植物が生育しているので、季節に応じて

咲く花も次々と入れ替わっていきます。 

一方、農家が収穫したい時期に合わせて単一の作物を栽培する農地

は、限られた時期に同じ種類の花が大量に咲きます。また、畔は定期

的な除草が行われ、用水路は作物の栽培スケジュールに応じて水量を

調節するなど、管理することによって環境が大きく変化します。継続

的な管理が行われることにより、自然環境とは異なる独特な環境・景

観が生まれます。 

さらに、管理が行われていない遊休農地は、新たに侵入し定着した

植物の生育地となります。農地として利用されずに残された草地や林

は、小規模ながら地域を特徴づける自然環境のひとつです。  
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（３）農業の地域特性 

広大な北海道は、地域によって気象条件や立地条件が異なるため、

農業もそれぞれ特色があり、大きく４つの地域に分けられます。 

道央地域では、豊富な水資源と温暖な気候のもとで稲作が中心の農

業が営まれています。また、都市圏向けの野菜の生産も盛んで、日高

では軽種馬の生産も行われています。 

十勝・オホーツク地域は、機械化の進んだ大規模な畑作経営が行わ

れています。馬鈴薯、甜菜、豆類、麦類が代表的な作物で、北見は国

内最大のタマネギ生産地です。 

道東の釧路・根室や道北の宗谷地域は気候が冷涼なため、牧草地が

多く、大規模な酪農が営まれています。 

道南地域は、平野部が少なく、経営規模は小さいのですが、集約的

な農業が行われており、稲作や施設野菜の生産のほか、果樹栽培など

も盛んです。 

多様な農業は、そこにすむ生き物の多様性の違いにもつながります。 

 

 

 

 

※この手引きでは、農村環境の写真や具体的なデータを掲載していま

すが、引用文献などの表示がないものは、主にモデル地域として現地

調査を行った当別町で得られたものです。当別町は、低地では稲作中

心、丘陵地は畑作中心の農業が行われています。また、写真の一部は、

江別市、石狩市、新篠津村、滝川市、東川町、猿払村、浜頓別町で撮

影したものです。 
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（４）農村の様々な環境 

a.農地 

○水田 

水を張った水田には、ドジョウ類やオタマジャクシ、ゲンゴロウな

ど、様々な生き物がすんでいます。イネが育ってくると、葉についた

ヤゴの抜け殻や、葉をつなぐように巣を張るアシナガグモ類もみつか

ります。水田には雑草も生えてきます。イネの生育や農作業にとって

はやっかいな雑草ですが、コナギやミズアオイなど花のきれいな植物

や、イチョウウキゴケやシャジクモなど環境省のレッドリストに掲載

されている希少種もみられます。さらに、オタマジャクシを狙うアオ

サギをはじめ、雑草を食べるカルガモなどの水鳥、収穫後には落ち穂

を食べにハクチョウが飛来することもあります。 

 

○畑 

畑には様々な作物が栽培されますが、畑ごとに単一の作物が一斉に

育ち、短期間に大量の花が咲き、収穫を迎えます。ハナバチ類やハナ

アブ類など蜜や花粉を餌とする昆虫にとって、開花時期の畑は効率の

よい採餌場所です。畑の作物の中でも菜の花（アブラナ、ナタネ）、収

穫の終わったアスパラガス、カボチャ、ナス、緑肥として利用するヒ

マワリなどの花には、たくさんのハナバチ類が集まってきます。また、

ヒナの餌になる昆虫を捕まえるため、繁殖期の草原性鳥類も畑を利用

します。作物を狙って、様々な動物も現れます。エゾシカ、キタキツ

ネ、エゾタヌキ、外来種のアライグマ、カラス類、ネズミ類などの食

害が深刻です。 
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〇牧草地 

牧草ロールが点々と置かれている広々とした牧草地は、北海道らし

い風景のひとつです。牧草地はイネ科植物が優占しています。また、

アルファルファやシロツメクサなどマメ科の植物や、雑草のセイヨウ

タンポポ、エゾノキツネアザミ、イヌホオズキなども生育しており（村

山 1990）、ハナバチ類やハナアブ類が訪花します。チョウやコウチュ

ウの仲間、カメムシの仲間など多岐にわたる昆虫も生息していますが、

多くが牧草害虫です（柴・吉田 2021）。これに対して、テントウムシ

類やオサムシ類、クモ類は牧草害虫の天敵です（坂本 1966）。また、

放牧地では牛糞を餌とする糞虫の仲間もみられます（岩佐 2010）。草

原性鳥類の繁殖地としても利用されますが、牧草の刈り取りや放牧に

よって繁殖が妨げられることもあります（竹中 2004）。自動撮影装置

による調査を行った本州の放牧草地では、ネズミの仲間、ノウサギ、

タヌキ、キツネ、ニホンジカなど様々な哺乳類が確認されており（塚

田ら 2011）、北海道でも多様な哺乳類が牧草地を利用していると考え

られ、エゾシカによる牧草の食害も問題になっています。 
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b.畦畔 

計画的な区画整理により配置された水田の境界には土を盛り上げ

た畦畔が整備されています。畦畔は、水田の湛水時に水が外に漏れな

いようにするとともに農作業を行う際の通路としても利用され、春の

畔塗りや定期的な草刈りが行われます。このような場所では、オオヨ

モギ、スズメノカタビラ、ナズナなどの在来植物もみられますが、ム

ラサキツメクサやシロツメクサ、セイヨウタンポポ、ヒメオドリコソ

ウなど外来植物が優占します。春には、セイヨウタンポポの黄色とヒ

メオドリコソウのピンク色で畦畔が覆われているのをよく見かけます。

このような花には、ハナバチ類やハナアブ類もやってきます。畦畔で

はノビタキなどの草原性鳥類やマルハナバチ類が営巣していることが

あります。また、夏になるとモンキチョウなどチョウの仲間も飛び交

い、バッタの仲間も観察されます。ニホンアマガエルの生息地にもな

っています。 

畦畔の除草の省力化を図るため、除草剤を散布する場合があります。

除草剤が散布された畦畔は、土壌がむき出しになって全体が茶色に見

えます。除草剤を使用しない畦畔と比べ、除草剤を使用した畦畔では、

植物の出現種数が少なく、スギナ、ヨモギ、ハルジオンのほか、メヒ

シバ、スズメノテッポウ、カヤツリグサなどの一年草が多くなること

が明らかになっています（大塚ら 2006）。植生がなくなることで、畦

畔の強度が低下して崩れやすくなるため、その回復と修復のため畦塗

りを行う必要があります（徐 2009）。 
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c.用排水路 

農業用水の安定的供給や洪水による農業被害を防ぐための排水な

どのため、農業用水利施設が整備されています。用排水路は、水源に

つながる幹線水路，これから分岐する支線水路，ほ場に直接給配水す

る小用水路に分類されます（北海道農政部 2018）。小用水路の草刈や

掃除、泥上げなどの維持管理は、地域の農家の共同作業として行われ

ます(農村振興局整備部水資源課 2008)。用水路は、構造材料や安定性

から様々な様式があり、自由水面を持つ開水路では、側壁と底版が一

体となったフレームを用いた水路、コンクリートの擁壁を用いた水路、

ブロック積や石積水路、矢板型水路などの擁壁型水路と、水路表面を

コンクリートブロックやセメントなどで覆うライニング水路、素掘水

路や通水部分を敷き砂利などで保護した無ライニング水路がありま

す（北海道農政部 2018）。また、排水路は、土水路を基本として整備

されており、流水による浸食などが予想される場合は、植生や木石な

ど自然素材を利用したり、籠マットやブロック、コンクリートを用い

た護岸を行います（北海道農政部 2018）。 

用排水路の内部は、コンクリート張りであっても、ある程度時間が

経過し、底に泥土が堆積すると沈水植物や抽水植物、ウキクサなどの

浮遊植物といった水生植物が生育します。また、魚類やカエル類、水

生昆虫などの生息環境になります。法面が植生で覆われることによっ

て、カエルの成体や陸生の昆虫、小型哺乳類などの生息環境として利

用されます。水系として連続する用排水路は、生き物にとって河川や

水田、防風林など農村の様々な環境への移動経路になり、生態系ネッ

トワークが形成されることが期待されます。 
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d.ため池 

 ため池は、本来の目的である農業用水の確保だけではなく、多くの

生き物の生育地、洪水調整や土砂流出の防止など多面的な機能を持っ

ています。北海道では、用排水施設の整備が進んだこともあり、ため

池が農業用水として使われることは少なくなりました。一方、地震や

大雨などによる決壊によって、人家や農地に被害を及ぼすことが考え

られることから、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」（2019

年施行）が制定されるなど、ため池の適正な管理が求められています。 

 当別町の丘陵地帯にはため池が多く残されています。掘り込んだも

の、沢を堰き止めたもの、自然の沼を利用したものなどタイプも様々

です。水質は、施肥の影響を受けやすい立地のため比較的富栄養です。

水面には、浮葉性のヒシやスイレン（園芸品種）が多くみられます。

岸近くには抽水性のヨシやガマの他、ミクリやミツガシワなどが生育

する場所もありました。自然の沼を利用したため池の岸ではオオカサ

スゲやコバギボウシ、クロバナロウゲなどの湿性群落がみられました。

ため池に生息する魚類として、ヤチウグイ（環境省レッドリスト：NT）、

モツゴ、トミヨ類などの他、エゾホトケドジョウ（北海道レッドリス

ト：En）など希少種も確認されました。その他、ゲンゴロウ（北海道

レッドリスト：R)やマルガタゲンゴロウ、オオミズスマシ、トンボ類

などの昆虫や二ホンアマガエルなどが生息しています。これらを求め

て、アオサギやカワセミもため池に飛来します。カルガモなどのカモ

類も多く確認されています。ため池は、様々な水辺の生き物を育む場

となっています。 
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e.遊休農地 

 農地の中には、耕作を休止している遊休農地があります。農業政策

としては、農地としての再生利用や耕作再開が困難となった遊休農地

の農地転用などによって、遊休農地の解消を進めています。また、遊

休農地には入りませんが一時的に耕作を休んでいる休耕畑や休耕田も

あります。 

 遊休農地や休耕畑、休耕田は、立地条件や耕作を休止してからの期

間、放任または枯れ草除去や耕転などの管理方法の違いにより、植生

遷移の状況が異なります（宇佐美ら 1990）。釧路湿原の近くの遊休農

地では湿原化しているところもあります（木塚 2019）。また、長期間

放置された遊休農地は荒廃が進み、山林化する場合もあります(深澤 

2020)。 

当別町の休耕畑では、外来植物が繁茂しており、ムラサキツメクサ

やシロツメクサ、セイヨウタンポポの他、より高茎のオオハンゴンソ

ウ、セイタカアワダチソウ、オオアワダチソウ、セイヨウトゲアザミ、

ユウゼンギクなどがみられました。多様な植物の花が次々と開花する

ため、訪花昆虫が多く確認されました。バッタ、甲虫などの昆虫やク

モ類、ニホンアマガエルも確認されています。また、一面チマキザサ

で覆われているところもありました。かつての立地を反映してヨシや

イワノガリヤス、コバギボウシなどの湿原植物が混生する場所もあり、

一部ではミズゴケ類やツルコケモモなど高層湿原の植物が残されてい

る場所も確認されています。 

放置された遊休農地は、外来植物の温床となり、また、エゾシカや

ヒグマなど野生動物の餌場や隠れ場となって農地に被害をもたらす要

因となることから、適切に管理することが課題となっています。 
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f.防風林 

 北海道では、開拓の歴史の中で、人々の生活や農地を厳しい気象環

境から守るために防風林が整備されました(北海道立林業試験場 

2007)。特に、石狩低地帯、十勝地方、根釧地方に多く、北海道遺産の

「根釧台地の格子状防風林」は宇宙から見えるほどの規模として有名

です(北海道遺産構想推進協議会 2003)。防風林には、国・道・市町村

が管理する幅の広い幹線防風林(防風保安林)と、幹線防風林を補うよ

うに整備された農家が管理する少数列の支線防風林(耕地防風林)があ

ります(北海道立林業試験場 2007)。防風林は、防風効果だけではな

く、森林性の野生動植物の生息・生育地や移動経路となり、また、美

しい農村景観を形成するなど多面的な機能を持っています。幹線防風

林には、天然林を利用した天然性防風林もあり、生物多様性の保全に

大きく寄与すると考えられています（紺野ら 2016）。 

 

～防風林の生物多様性～ 

防風林に植栽されている樹種は、強風に効果を発揮するトドマツ、

アカエゾマツなどの常緑針葉樹や、生長の早いヤナギ類やケヤマハン

ノキ、湿性地に適応したヤチダモなど、地域の気候・立地条件に適し

たものが選ばれています。低湿地が広がっていた石狩低地帯の幹線防

風林は、ヤチダモやハンノキが優占する天然の防風林が多く、カラマ

ツやアカエゾマツなどの針葉樹も植栽されています(岡森 1989)。積

雪が少なく、冬季に乾燥する十勝平野では、カラマツが多く植栽され

(中川 2020)、防風林として保存されたカシワの天然林（松井・篠原 

1955）とともに美しい景観を形成しています。根釧台地の格子状防風

林は、大半がカラマツやトドマツの人工林です（今野 2013）。 
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防風林では、林を構成する樹種に応じて、特徴的な林床植生がみら

れます。当別町の防風林では、オオバナノエンレイソウやバイケイソ

ウの大群落が形成され、マルハナバチ類など送粉昆虫が訪れるオオア

マドコロ、キツリフネ、コバナアザミや、サイハイランなどが確認さ

れました。また、ミズバショウやコバギボウシ、ナガボノワレモコウ

などの湿原植物がみられ、かつての泥炭湿原の名残をとどめている防

風林もありました。更別村ではヤチカンバ、美唄市ではクロミサンザ

シやチョウジソウといった希少植物も防風林内で確認されています

(速水ら 2020) 。一方、防風林の林縁や明るい林内の一部では、特定

外来生物のオオハンゴンソウが群生していることが確認されました。 

動物では、十勝地方で行った自動撮影カメラによる調査で、ヒグマ、

エゾシカ、キタキツネ、エゾユキウサギ、エゾクロテン、エゾリス、

コウモリ類、ネズミ類、外来種のアライグマが撮影され（吉岡・柳川 

2008）、エゾモモンガも確認されています（東城ら 2008、浅利・柳川 

2008）。また、オオタカとハイタカにとって防風林が重要な繁殖地とな

っていることも指摘されています(平井ら 2008)。当別町では、オジロ

ワシ、アカゲラ、アオサギなどの営巣や、シジュウカラ、カワラヒワ、

モズ、アリスイなど多くの鳥類が確認されています。防風林は、多様

な生き物の生育・生息地として農村地域を豊かにしています。 

一方で、ヒグマ、エゾシカの農地への誘導や外来種であるアライグ

マやミンクの拡散を助ける負の側面もあります（紺野ら 2016）。 
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g.自然林 

 農村には、農地などに利用されることなく残された自然林がありま

す。このような林の多くは、断片化、孤立化した小規模な林ですが、

人の手で作られ強度の管理が継続的に行われている環境がほとんどを

占める農村では、生物多様性の保全上重要な環境です。札幌市周辺の

都市林や防風林など様々なタイプの森林で、生物多様性の現状を調査

した結果からは、林を構成する上層木の種数が多いほど林床植物の種

多様性が高くなりますが、林床がササに覆われると種多様性が低下す

ることが明らかになっています（河原・飯田 2003）。 

当別町の丘陵地では、沢地形を縁取るように林が残されています。

ミズナラやシラカバなどの落葉広葉樹が主体の林となっており、春先

の林床には、春植物のフクジュソウ、エゾエンゴサク、ニリンソウや、

ヒメイチゲ、エンレイソウ、山菜のギョウジャニンニクなどがみられ

ました。沢岸では、ヤナギ類が多く生育しており、雪解け後には水深

が浅く広い沢床にミズバショウ、ザゼンソウ、エゾノリュウキンカ（ヤ

チブキ）などの大群落が美しい景観をみせます。エゾエンゴサクやヤ

ナギ類の花には、越冬から目覚めたマルハナバチ類の女王バチが最初

に訪れて蜜を利用します。このように、同じ林でも、沢地形に残され

た林は、生き物の種類が防風林とは異なっていました。数少ない自然

林は、その地域の開発以前の自然環境の特徴が保全されていると考え

られます。良好な状態で維持していく必要があります。 
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（５）鳥類と農村環境 

 鳥類は春から夏にかけて繁殖します。この時期は、多くの鳥が繁殖

なわばりを構え、そこで、巣を作り、餌をとり、一日の多くの時間を

過ごします。巣を作る場所、餌をとる場所は、種によって大まかに決

まっているので、森の鳥、草原の鳥、街の鳥といった具合に、鳥類が

環境を示す指標になります。 

 農村には、水田、畑、牧草地などの農地のほかに、遊休農地、自然

草地、畦畔、水路、ため池、防風林、農家の家屋、屋敷林など、さま

ざまな環境が存在します。そのため農村には、ヒバリやノビタキのよ

うな草原の鳥、アカゲラやシジュウカラのような森林の鳥、カルガモ

やアオサギのような水辺の鳥、スズメやハシボソガラスのような市街

地の鳥などが生息しています。 

 ヒバリは、草丈の低い自然草原に生息する鳥で、河川敷地や海岸草

原などに生息しています。本来このような環境に生活しているヒバリ

は、農村では、麦畑、大豆畑、馬鈴薯畑など畑地に生息しています。

オランダの画家、ゴッホが「ヒバリの飛び立つ麦畑」を描いているよ

うに、ヒバリは麦畑のモチーフのひとつにもなっています。北海道の

麦畑や大豆畑は、ヒバリの他に、ノビタキやホオアカなども利用して

おり、近くの草むらで営巣しています。 

牧草地では、ノビタキやホオアカのほかに、自然草原にも多く生息

しているオオジュリンやコヨシキリなどの小鳥のほか、上空を飛びな

がらズビーヤク、ズビーヤク、ズゴゴゴゴゴというけたたましい声で

なくオオジシギも生息しています。ヒバリは、地面が露出した比較的

丈の低い草地を好むため、やや少なくなります。 
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 一方、水田には、カルガモやアオサギなど水辺の鳥が飛来します。

絵になる風景ですが、田植え後の水田では苗の倒伏の被害が発生する

ことがあり、カルガモは登熟期の稲穂を食害することもあります（農

林水産省農村振興局 2017）。水辺の鳥は、ため池や水路なども利用し

ています。 

また、農家の家屋や倉庫の近くでは、スズメ、ハクセキレイ、ムク

ドリなどの住宅地に生息する鳥がみられます。 

 防風林は、森林の鳥の生息地だけではなく、アオサギがコロニーを

作ることもあり、また猛禽類の営巣もしばしば確認されます。当別町

の防風林では、オジロワシの営巣が確認されました。オジロワシは、

周囲に開放空間がある林縁に近い大径木を選んで営巣することがわか

っています(Shiraki 1994)。また、十勝地方の防風林では、オオタカ

やハイタカの営巣が確認されていますが、中型猛禽類のオオタカは樹

高や胸高直径が大きいカラマツの壮齢林の林縁から離れた場所で、小

型猛禽類のハイタカは主に常緑針葉樹の若齢林でそれぞれ営巣してい

ることが明らかになっています（平井ら 2008）。このように、猛禽類

は、営巣する林の構造に種によって好みがあります。また、魚や他の

鳥類、小型哺乳類などの餌を求めて、ため池や水路などの水辺や、畦

畔や遊休農地などの草地まで、様々な環境を利用します。 



- 36 - 
 

  



- 37 - 
 

（６）環境間の結びつき 

 農村は多様な環境が有機的に結びつき、多くの生き物が育まれてい

ます。アオサギとマルハナバチ類を例に環境間の結びつきを紹介しま

す。 

○アオサギ 

 アオサギは、水辺に生息する大型の夏鳥です。道内では、河川や湖

沼の他に、水田でもよく見かけます。魚食性で、湖沼や河川では、小

魚から、ときには 20 ㎝を超える大きな魚も捕まえて食べています。北

海道ではまだ雪が残る 3 月の中下旬に渡ってきて、氷が融けた河川や

湖沼に飛来します。田植えが始まると、水を張った水田には二ホンア

マガエルが産卵のために集まります。6 月中旬、水田のオタマジャク

シが増えると、アオサギも水田をよく利用するようになります。アオ

サギはオタマジャクシを数秒で捕まえることができるため、オタマジ

ャクシのいる水田は効率の良い餌場となります。8 月中旬、水田の水

落としがはじまると、アオサギは再び、湖沼や河川を利用するように

なります。 

アオサギは、4 月上旬頃に農村内の防風林などに営巣して産卵しま

す。5 月上旬ごろに卵からヒナがかえり、7 月上旬頃までに巣立ちしま

す。水田のオタマジャクシは、巣立ち直前で食欲旺盛なヒナや、巣立

ち後に親から自立した幼鳥の重要な食料になっています。 

アオサギは、湖沼、河川、水田、防風林などを巧みに使い分けてい

ます。農村の中に様々な環境があることが、アオサギにとってすみや

すい場所になっていると考えられます。一方、田植えが終わった水田

では、苗を踏みつけてしまうことから、農家にとっては困った存在で

もあります。 
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○マルハナバチ類 

 マルハナバチ類は、花の蜜や花粉を餌にするハナバチの仲間で、多

くの作物の花を訪れ、受粉を助けてくれる有益なハチです。畑で一斉

に咲く花は、幼虫の餌になる花粉が大量に採れるので、働きバチには

とても魅力的です。しかし、畑にはいつも花が咲いているわけではあ

りません。マルハナバチ類が農村に定着するためには、春から秋まで、

花が途切れることなく咲いていることが必要です。 

 当別町で行った定期観察で、マルハナバチ類が季節とともにどのよ

うな花を訪れるのかが明らかになりました。雪が解けたばかりの早春

は、ヤナギ類やエゾエンゴサクなど河畔林や防風林に咲く花の蜜が、

冬眠から目覚めた女王バチの餌になります。そして、巣作りを始めた

女王バチは、孵化した幼虫に与える餌を集めに、畦畔に咲くセイヨウ

タンポポやヒメオドリコソウ、また公園や自然林で満開のエゾヤマザ

クラなどを訪れます。初夏には、たくさんの働きバチが、餌を集める

ために花を求めて飛び回ります。広大な畑に咲くカボチャの花に、働

きバチが次々と訪れて花に潜ると、体を花粉だらけにして飛び去って

いきます。収穫が終わったアスパラガスやヒマワリの花、また、牧草

地や畦畔、遊休農地に咲くシロツメクサやムラサキツメクサの花にも

やってきます。夏は、巣が大きくなって働きバチの数が増えるので、

大量の花が必要なのです。秋になり、新しい女王バチや雄バチが生ま

れると、働きバチの数は少なくなります。畑の収穫が終わり、オオア

ワダチソウなど外来種の花も枯れ始める頃、巣は崩壊します。マルハ

ナバチ類の暮らしは、季節の移り変わりとともに農村の様々な環境に

咲く花と、密接な関わりをもっています。 
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（７）外来種と農村環境 

 外来種とは、人間の活動により、本来いなかった地域へ他の地域か

ら持ち込まれた生き物のことです。国内であっても本州など北海道以

外の地域から持ち込まれた生き物（国内外来種）も外来種に含まれま

す。北海道の外来種データベースである北海道ブルーリスト 2010 に

は、合計 860 種もの生き物が掲載されています（北海道 2010）。人間

の活動によって作られた農村には、多くの外来種がみられます。シロ

ツメクサ、セイヨウタンポポ、オオアワダチソウなどは、農村でよく

みられますが、どれも外来種です。 

 外来種は、地域にもともと存在する生態系のバランスを崩し、在来

種や人間社会に大きな悪影響をもたらすことがあります。オオハンゴ

ンソウやオオアワダチソウは、園芸目的で輸入されましたが、今では

空き地や道端を覆いつくし、多様性の低い単純な景観を生み出してい

ます。セイヨウオオマルハナバチは、作物の受粉用に輸入されハウス

の中で利用されていましたが、逃げ出した個体が野生化し、在来マル

ハナバチ類を駆逐しつつあるといわれています。アライグマは、北海

道では 1980 年頃に野生化したとされており、農業被害や、在来生物の

捕食が問題になっています。 

 このように生態系に大きな影響を与える外来種（侵略的外来種）は、

法律や条例により、特定外来生物（国指定 156 種）や指定外来種（道

指定 12 種）に指定されており、飼育・栽培・移動などが厳しく規制さ

れたり、捕獲事業が実施されたりしています。 
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北海道内で確認されている特定外来生物（植物）は、オオハンゴン

ソウ、オオキンケイギク、アレチウリ、オオフサモの 4 種です。農業

農村整備おいて、これらの特定外来生物（植物）が確認された場合は、

「特定外来生物による生態系などに係る被害防止に関する法律」

（2005 年施行）に従い、防除計画書を作成し、防除を行う必要があり

ます。具体的には、生きている個体や種子を含む土砂を運搬する場合

は、シートなどにより飛散防止措置を取ること、搬出先では、育つこ

とができない状態（20cm以上の覆土、シートで被覆など）にすること、

などが必要です。しかし、一度増えてしまった外来種を、減少させた

り根絶したりすることは、容易ではありません。 

  一方で、外来種であっても現在の農村環境の中で、大切な役割を果

たしていることもあります。例えば、セイヨウオオマルハナバチは、

減少してしまった在来マルハナハナバチ類の代わりに、作物や野生植

物の花粉を運んでいます。また、外来植物ばかりの遊休農地でも、多

くの生き物の餌場や隠れ場所になっています。これらの生き物を外来

種だからといって駆除してしまうと、生物多様性や生態系サービスが

かえって低下してしまうかもしれません。駆除と同時に、失われてし

まった在来種を回復するなどの対策をとることで、生態系や農業生産

に悪影響が出ないようにコントロールすることが必要です。 

  



- 44 - 
 

 



- 45 - 
 

  



- 46 - 
 

 



- 47 - 
 

（８）農村環境の変遷 

大農業地帯でもある北海道には広大な農地とそれによって形成さ

れた農村環境が広がっています。農村環境は、営農のために、その地

域の気候や地形などに適した形で自然環境に様々な人の手が加えられ

て作られた環境です。農村環境は自然環境の変遷に比べ短い期間でそ

の姿を変えてきました。その場所の農村環境がどのような変遷をたど

り今に至っているのかは、様々な資料から伺い知ることができます。

こうした変遷を知ることで、それぞれの地域を特徴づけている農村環

境について、理解が深まるかもしれません。ここでは、石狩平野、特

に当別町周辺地域を例としてその変遷をたどります。 

北海道の代表的な景観でもある釧路湿原やサロベツ原野などの湿

原は道内各地に点在していますが、道央地域に広がる石狩平野も明治

の開拓期以前は広大な湿原でした。植物が腐敗せずに堆積した「泥炭」

によって形成された泥炭層が、石狩平野の地層を特徴づけています。

泥炭地には地耐力のなさ、不等沈下、無機栄養分の不足といった営農

上の問題があるため、石狩平野では 1950 年代から 60 年代にかけて大

量の客土を伴う大規模な土地改良が実施され（高田ら 2007）、その結

果、現在の農地を中心とした農村景観が形成されました。 

こうした土地利用の変遷を知るための資料としては、その地域の市

町村史などの文献資料のほか、国土地理院などが作成している地形図

や地質図、さらに近年は航空写真や人工衛星などの画像資料なども比

較的容易に利用することができるようになってきています。 
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石狩平野の当別町周辺の航空写真をもとに 1947 年と 2009 年のおお

まかな土地利用を比較してみると、市街地が拡大している様子がわか

る一方で、農地や防風林などの面的な分布はそれほど大きく変わって

いないこともわかります。航空写真からは土地利用に関する多くの情

報を得ることができますが、1960 年代以前は解像度の低いモノクロ写

真が一般的で、農地でも水田や畑の違いなどの詳細な土地利用を見分

けることは難しく、また画像の購入にも費用がかかります。 

石狩平野では、農村地域に特徴的な土地利用への大規模な変化は

1960 年代までに進んでいて、こうした変化は先に示した市町村史など

の歴史資料や地形図などの主題図から知ることができます。 

特に地形図は全国的に定期的に更新されていて、かつ 1910 年代以

前の地図も容易に利用することができるため、開拓期以降の各地の農

村環境の変遷を把握する資料として好適でしょう。 
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第３章 環境配慮の考え方 

（１）田園環境整備マスタープラン 

 「田園環境整備マスタープラン」は、市町村が作成する農村地域の

環境保全に関する基本計画です。農業農村整備の実施にあたっては、

このマスタープランを踏まえて、環境や景観への負荷を回避・低減す

るなど環境との調和への配慮を行います（農林水産省 2015）。 

 農村の環境は地域によって多様です。マスタープランでは、対象地

域の自然環境及び社会環境についての現況調査の結果に基づき、右に

示した内容について整理することとなっています。対象地域は、環境

を保全するための積極的な対策を講ずる環境創造区域とそれ以外の

環境配慮区域に区分され、環境配慮をどのように実施するかが具体的

に示されます。湿地や林など良好な自然地域を環境創造区域とする事

例もあります。環境創造区域を核として、環境配慮区域との連続性を

確保することで、対象地域全域に広く安定した生態系が形成されるこ

とが期待されます。 

 農業農村整備の環境配慮は、対象地域に保全すべき動植物の生育・

生息地（生態系）や景観などが存在するのか、また環境創造区域と環

境配慮区域がどのように区分されているのかを、マスタープランから

読み取り、方針を決定する必要があります。したがって、マスタープ

ランは、道や市町村の条例などと整合が図られ、社会や自然の状況変

化に応じて見直しが行われる必要があります。また、市町村の町づく

りマスタープランなどを参照することによって、対象地域のより詳細

な情報を得ることができます。 
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（２）農地・施設の整備に伴う環境配慮 

 事業の実施にあたり、環境創造区域・環境配慮区域のいずれの区域

であっても農地や用排水路、農道の整備などを行う際には、環境への

影響を軽減するための措置をとることが求められます。ここでは、農

地や施設の整備に伴って行われる環境配慮として、生態系に配慮した

水路の施工と畦畔や法面の植生管理について紹介します。 

 

〇生態系に配慮した水路の施工  

 生態系に配慮した水路を施工するうえで大切なことは、環境が均質

にならないよう、流速、水深、水路床の環境の多様性を高めることで

す（森ら 2011）。水路内の環境の多様性が高いほど、水生生物の種類

が増えることが期待されます。水路の法面に凹凸や空隙があれば、水

生生物の産卵や蛹化の場所、水域と陸域との生き物の移動経路として

機能します。また、水生植物などを利用して、水質を浄化する取り組

みも進められています。これらの取り組みの多くでは、右に示すよう

な土木工事を行います。このような水路の環境配慮の取り組みは、費

用をどこが負担するのか、維持管理をどうするのか、といった課題が

あります。 

 小規模な排水路では、小動物の生息地や移動経路として機能するよ

う法面の植生を確保することが現実的です。どのような植物を選べば

よいのかは、次に示す畦畔や法面の緑化を参考にしてください。もと

もとそこに生育していた植物を残す、表土を埋め戻して埋土種子によ

る植生の再生を行うなどの方法も考えられます。 
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〇畦畔・水路や農道の法面の植生管理 

 畦畔や水路・農道などの法面が植物に覆われることで、侵食防止や

他の雑草抑制、農村らしい景観形成などが期待できます。一方、畦畔

や法面に雑草が生えると、作物の害虫や病気が発生しやすくなること

から、草刈り作業が不可欠となり、農家の大きな負担となっています。 

 畔や法面に適した植物として、次のような条件が挙げられます。 

  ①地面を広く覆うように生育し、雑草の生育や土壌侵食を防ぐ 

  ②草丈が低く、管理が容易である 

  ③作物の害虫や病気の発生源にならない 

  ④害虫の天敵や、送粉昆虫など有益な生き物の生息環境となる 

⑤花がきれいで、花期が長い 

 畦畔や法面に生育している植物は多くが外来植物ですが、古くから

定着し、なじみのある草花として親しまれている植物もあり。これら

を直ちにすべて在来植物に置き換えることは、現実的ではありません。

外来植物のうち水田や畑の強害雑草や特定外来生物に指定されている

植物を除き、条件を満たす植物を現存する在来種とともに草刈りの際

に残すことも手法として考えられます。さらに、小動物の生息環境と

して考えるならば、一様に除草するのではなく、刈りムラを作るなど

の変化を持たせる、刈り取った草の一部をその場に置いておくなども

有効と考えられます。最近はクリーン農業の推進により、害虫や病気

を抑制するハーブ類などのグラウンドカバープランツを導入する農家

が増えています（生方 2008）。しかし、導入した植物が畦畔や法面か

ら逸出し、新たな外来植物を生み出すことが懸念されるため、取り扱

いに注意する必要があります。 
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（３）農村生態系を特徴づける生き物に注目した環境配慮 

 農村の多様な環境には、たくさんの生き物が生息しています。また、

１つの環境にとどまらず、成長ステージや季節によって、いくつもの

環境を移動しながら生きている生き物もいます。これらの生き物の中

から、次ページに示すような生態系を特徴づける生き物に注目し、そ

れらが生きていくことができるように、草むらを残す、蜜源となる花

を増やすなど、環境を維持したり創り出したりすることも、環境配慮

と考えることができます。農村ではどのような生き物に注目すればよ

いのか、例を示します。 

① 地域のシンボルとなる大型の鳥類  猛禽類、サギ類、地域によっ

てはタンチョウなどの大型鳥類は、農村地域を広範に利用する農村

生態系における食物連鎖の上位種です。多くの人の関心を集め、地

域のシンボルとなります。 

② 地域の典型的な植物や小動物  防風林に咲くフクジュソウやニ

リンソウ、エゾエンゴサクなどの春植物やオオバナノエンレイソウ、

ミズバショウの大群落、水田やため池など水辺にみられるニホンア

マガエルやエゾアカガエル、トンボ類、麦畑でみかけるヒバリなど、

農村では普通にみられる動植物も、生態系を特徴づける生き物です。 

③ 希少種や限られた環境でみられる特殊な動植物  春の里山に咲

くカタクリ、防風林のサイハイラン、ため池や水路のゲンゴロウ、

エゾホトケドジョウ、小さな湿地のモウセンゴケなど希少種や限ら

れた環境でしかみられない特殊な動植物も保全の対象となります。 

 

 地域で大切にしたい生き物の中から、簡便な手法でそれらの個体数

や量の調査ができるものを選び、環境配慮に取り組みましょう。 
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（４） 農業に有用な生き物を保全するための環境配慮 

 農村には、害虫防除や花粉媒介、有機物分解などの役割を担う農業

に有用な生き物が数多く生息しています。これらの生き物が農村で存

続できるよう環境配慮を行うことは、農業にとっても、農村生態系を

保全する観点からも大切です。ここでは、農業に有用な生き物につい

て、紹介します。 

① 農業害虫の天敵  クモ類や、トンボ類、肉食の水生昆虫、寄生バ

チ類、テントウムシ類などの昆虫、カエル類は、作物の害虫を捕食

する天敵です。天敵となる生き物の多様性は、害虫を含めた餌とな

る昆虫などの多様性や、逆にこれらを餌とする脊椎動物などの多様

性を反映すると考えられ、天敵となる生き物が多様であれば農地の

生き物も多様であると考えられます。 

② 作物の受粉を担う送粉昆虫  花の蜜や花粉を餌とするハナバチ

類やハナアブ類、一部の甲虫などは、花を訪れて花粉を運ぶ受粉の

役割を担っており、送粉昆虫と呼ばれています。畑で大量に咲く作

物の花は、送粉昆虫にとって効率的に餌が得られる重要な餌資源で

あり、送粉昆虫がたくさん訪れることによって作物の受粉も効率的

に行われます。送粉昆虫が日本の農業にもたらしている経済価値は、

2013 年における耕種農業生産額の約 8%にあたる 4,700 億円、その

うち約 3,300 億円が野生の送粉昆虫によると推定されています（小

沼・大久保 2015）。特に、送粉昆虫の受粉に大きく依存している作

物は、リンゴ、イチゴなどバラ科やメロンなどウリ科の果実、カボ

チャなどウリ科およびトマトなどナス科の果菜類です。 
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③ 有機物の分解を担う土壌動物  土壌動物にはミミズ類、トビム

シ類、ダニ類など多くの種類が含まれ、有機物の摂食、糞の排出、

運動によって、土壌の発達を助けます。特に、ミミズ類は有機物の

分解を進め、土壌の物理性や化学性を改良するなど土壌の発達に大

きく寄与し（中村 1991）、また水田では雑草の発生を抑制するなど、

作物の生長にとって良い効果をもたらす土壌動物です（栗原・菊池 

1983）。畑や採草地の土壌中にすんでいるミミズは陸生大型ミミズ

のフトミミズやツリミミズの仲間です。一方、定期的に湛水する水

田の泥の中には、イトミミズの仲間がすんでいます。また、ワラジ

ムシやダンゴムシ、ヤスデ、地表性甲虫であるゴミムシやシデムシ

の仲間、放牧地でみられるコガネムシ科の糞虫の仲間も重要な分解

者です。 

 ここで紹介した農業に有用な生き物すべてが、注目する生き物とし

て選定する対象にふさわしい、よく知られた生き物ばかりではありま

せんが、第４章（３）で説明する環境配慮施工後のモニタリングを行

う際に、効果を評価する指標生物の候補にもなるので、参考にしてく

ださい。 

 

 

 

指標生物とは？ 

ある場所がどのような環境かを知りたいときに、環境条件に敏感

な生き物の生育・生息状況を調べることによって評価する調査方

法があり、その生き物を指標生物と呼びます。 
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（５）環境配慮の 5 原則（農林水産省・北海道開発局・沖縄総合事

務局 2002) 

 農業農村整備では、ミティゲーションの 5 原則に基づいた環境配慮

を行うことが求められています。ミティゲーションとは、開発による

自然環境への影響を具体的な措置によって緩和することです。ミティ

ゲーション 5 原則は、公共事業で適用されている考え方です。影響を

緩和する措置は優先順位の高い順に、回避、低減（最小化、修正、軽

減/除去）、代償の 5 段階に分類されています。予測される環境への影

響に対して、農業農村整備の事業目的への影響や費用、維持管理など

の観点から、具体的にどのような緩和策が可能か順次検討を行います。 

〇回避  環境への影響を回避するため、まずは、事業の実施カ所を

変更したり、取りやめることが可能かどうかを検討します。自然

林や湿地など良好な自然環境が残された環境創造区域では、回避

を選択し、現状のまま保全することが望まれます。 

〇低減  回避が困難な場合は、環境への影響を低減させるため、最

小化・修正・軽減/除去といった対策について検討します。水路の

護岸に自然石を用いるなど、行為の程度や規模を縮小して影響を

最小化したり、魚道の設置や植生の再生など影響を受けた環境の

修復により影響を修正したり、さらに行為の期間中に希少種を一

時的に安全な場所に移すなど影響を軽減あるいは除去する対策が

選択されます。 

〇代償  上記の対策をとることが困難で、事業の実施が環境に大き

く影響を与えざるを得ない場合は、最終手段として、工事区域外

に生息地を作るなど同等の環境を確保する「代償」を検討します。 
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第４章 環境配慮の進め方 

（１）事業対象地の環境情報の収集と現地調査（事前調査） 

a.フロー（右図参照） 

 農業農村整備を実施する際には、事業主体が事前に「環境配慮計画」

を作る必要があります。計画は、市町村の作成した田園環境整備マス

タープランや、地域住民や専門家からの意見を踏まえて作成すること

になります。しかし、それだけでは事業対象地に関する細かい情報を

得られない場合もあります。そのような場合は、現地調査を計画し、

実施することで、対象地の環境を把握することができます。そして、

調査結果に基づき、具体的な環境配慮計画を策定します。各段階で、

関係者と意見を交換し、合意を得ながら進めていく必要があります。

計画策定にあたっての詳しい考え方や注意事項については、「農業農

村整備事業計画マニュアル」（北海道農政部 2009）に解説されている

ので参考にしてください。 

 現地調査において、網羅的な生物リストの作成など詳細に実施する

場合は、専門の調査会社に依頼することが多いでしょう。一方で、簡

易的な調査であっても、事業対象地の環境をある程度評価することは

可能です。ここでは、事業担当者自らが現地調査を行うことを想定し

て、環境や生物の専門家でなくても実施可能な調査方法を紹介します。 
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b.環境創造区域と環境配慮区域 

○環境創造区域  田園環境整備マスタープランでは、生物多様性や

優れた景観を保全する地域として環境創造区域を設定するように

定められています。まずは、環境創造区域やそれに値する未指定の

地域がどこにどれくらいあるのかを正しく把握しなければなりま

せん。 

  環境創造区域は、これまで家畜の糞尿処理施設や排水路の魚道な

どが指定されることもありましたが、防風林、湿地、ため池などの

環境を積極的に指定していくことが大切です。これらの環境には、

林床植物や希少な魚類、水生昆虫など、農地の周辺ではあまりみら

れない生き物も生息しています（第２章 参照）。人により環境が大

きく変えられている農村環境の中で、本来の自然が残っている貴重

な地域なのです。 

  このような地域は、環境創造区域とし、原則開発をせずに農村環

境における生物多様性の核として残しておくべきです。環境創造区

域であっても、良い環境が維持されているならば、特別な保全対策

は必要ないでしょう。一方で、環境の劣化が進行している場合や、

絶滅危惧種が発見された場合は、積極的に保全対策（モニタリング

調査、水質保全、増殖事業、外来種駆除など）を考える必要があり

ます。自然公園に隣接する農地や用排水路、管理道路の整備におい

ては、積極的な環境配慮の取り組みが行われています（北海道農政

部 2004）。対策にあたっては、自然保護団体や研究機関と連携する

ことで方法を検討したり、地域住民と連携することで環境教育の場

として活用することも期待できます。 
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○環境配慮区域  環境配慮区域は、主に農地や畦畔、用排水路など

を中心とする区域で、環境創造区域とは異なり、農業の生産性や効

率性も重視されます。ここでは、少しの工夫によって環境への悪影

響を低減し、生物多様性を維持したり高めたりすることが目標にな

ります。第３章で示した農業に有用な生き物の保全を目的とした取

り組みも、農作物のブランド化にもつながる取り組みとして、参考

にしてください。農業生産の場であることから、農家と共同の取り

組みが望ましく、費用や配慮の取り組みを行った後の維持管理につ

いても、大きな負担とならないことが大切です。 

  一方、比較的豊かな自然環境が残されている農村では、農業用排

水路が希少生物の生息地となっていたり、河川やため池などとつな

がった通路の役割を担っていたりする場合があります。そのような

場合は、農村の生態系を保全するために、積極的な取り組みを行う

ことも検討しましょう（オホーツク総合振興局産業振興部東部耕地

出張所 2009）。 

  事業を計画する場合には、まずは整備前の畦畔や用排水路の生物

相を含めた環境の状況を調べておく必要があります。また、用排水

路がどこにつながっているか、周辺の環境にはどのようなものがあ

るか、環境創造区域との位置関係は、などを把握することも、どの

ような配慮を行ったら良いかを検討するために重要です。 
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c.現地調査の方法 

 事業対象地において、すべての生物相を調べることは大変な労力と

困難を伴います。注目すべき生き物（指標生物）となる可能性の高い

生き物を中心に調べると良いでしょう。 

 ここでは、北海道の稲作地域を想定した調査方法の例として２つの

調査方法を示します。１つ目は、農林水産省ほかによりマニュアル化

されている手法（「農業に有用な生物多様性の指標生物調査・評価マニ

ュアル（農林水産省ほか 2012a，2012b）」）です。２つ目は、北海道の

自然や事業の実態を踏まえて、新たに作成したより簡易的な手法です。

統一された方法で調査を行えば、異なる場所や時期の調査結果を比較

することも可能です。一方で、紹介した方法を参考にして事業ごとに

対象地にあうよう改良して調査を行うこともできます。生き物の種類

や密度は、地域や環境によって大きく異なるため、適切な対象種や調

査法を選定することで効果的な調査が可能になります。 

 調査をどのような方法で行うにしても、関係者にデータとして示せ

るような形で行わなければ意味がありません。つまり、いつどこでど

のような調査をしたのか、その結果どのような生き物が観察されたの

かについてきちんと記録を残す必要があります。簡単な調査であって

も積み重ねることで、事業の事前評価や事後評価の際に、説得力のあ

る客観的な根拠として示すことができます。 
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〇「農業に有用な生物多様性の指標生物調査・評価マニュアル」（農林

水産省農林水産技術会議事務局ほか 2012a, 2012b）による手法 

 この手法では、農地の生物多様性を評価する方法が示されています。

次ページの表は、東北地方・北海道の水田における調査方法です。 

 この方法で対象となっている生き物は、主に農業害虫の天敵の中か

ら、野外調査に基づき選定されたものです。これらの生き物が多いと

いうことは、生物多様性が高いことを示すだけでなく、農業にとって

も有益であることを示します。調査は、網によるすくい取りや、見取

り（目で見て探すこと）のように、誰にでもできる方法が採用されて

います。また、専門的な知識がないと種まで識別できない生き物につ

いては、大まかな仲間ごとにまとめて個体数を数えることになってい

ます。対象生物の識別法や細かな注意事項については、専門家でなく

ても調査できるようにわかりやすく説明され、インターネット上に無

料公開されています。 
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〇調査票を用いた簡易的な手法 

 前ページで紹介した調査法をより簡略化し、農業害虫の天敵以外も

調査対象とした方法を紹介します。水田、畦畔、水路、牧草地の４つ

の環境について調査票に従い調査を行います。基本的には、調査地を

歩き、対象種を探すだけです。ただし、魚類と水生昆虫については、

直接捕獲して確認する方法を採用しています。地域ごとに確認された

希少種やシンボルとなる在来種については、調査票に追加してくださ

い。 

調査時期： 季節によって観察できる生き物の種類は変わります。季

節を通して複数回調査を行うことが理想的です。特に、春の水田に

水が張られてから田植え前後までの時期、夏から秋にかけての植物

の生長期は観察に適しています。 

天候： 気温や湿度により、生き物の活動や、調査者の発見しやすさ

は異なります。大まかな天気を記録しておきます。 

調査ルート： 道や畦畔沿いなどを歩き、水田、水路、畔や法面を観

察します。歩いたおおよその距離を記録します。複数回調査を行う

場合は、毎回同じルートを歩きます。正確な場所を特定できるよう

に、図面にルートを書き込んで残しておくのが良いでしょう。 

調査の時間帯： 鳥類や昆虫の活動が活発な午前中に調査を行い、調

査を行った時間帯を記録しておきましょう。 

調査用具： 調査票・筆記用具・巻き尺・物差し・GPS・カメラ・数取

り器・ピンセット・双眼鏡・ビニール袋（中）・バットあるいはトレ

ー・捕虫網・たも網（D 型、網の幅 30cm、網目 2mm）・もんどりワナ

（誘因餌を入れたもの） 
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水田の調査対象種と調査法 (調査票 p.85-86) 

植物： 調査票のリストに記載された水田雑草の有無を確認します。

水田内にイネ以外の植物が生育することは良いことではありませ

んが、水田雑草の中にはオモダカ類やミズアオイなど花の美しい植

物もあります。また、イチョウウキゴケ、シャジクモなど希少な植

物もみられます。「水田 植物リスト」(p.93)も参考にしてください。 

トンボ類・カエル類： 農業害虫を食べてくれる有用生物です。季節

により成長段階（ヤゴ－トンボ、卵塊－オタマジャクシ－カエル)や

生息場所が大きく変わるので注意します。どの成長段階のものが何

個体あるいは卵塊がいくつ確認されたか、調査票に記録します。ト

ンボは、中干しの頃に迎える羽化のピーク直後に、一定面積のヤゴ

の抜け殻の数を調査する方法もあります。 

鳥類： アオサギ、カモ類など水田を含めた水辺を生息地とする鳥類

を主に探します。観察された個体数を記録します。 

魚類： ペットボトルで作成したワナを、水田に 24 時間沈めて翌日に

回収します。捕獲した魚類を種類別に記録します。水路の整備を行

う場合は、ドジョウなどの魚類が最も影響を受けることが予想され、

重要な調査です。 

水生昆虫： イネの株列の間をたも網ですくい、捕獲された水生昆虫

の大まかな種類別の個体数を記録します。網ですくう回数や地点数

を揃えることで、異なる場所や時期の調査と比較することができま

す。 

 

確認された生き物は、調査票に記録するとともに写真を撮影し記録

に残します。
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畦畔・畑地・牧草地の調査対象種と調査法  (調査票 p.87-90) 

植物： 調査票のリストに記載された植物の有無を確認します。その

他にも識別しやすい植物については、種名を記録します。「畦畔 植

物リスト」(p.95-96)と「畑地・牧草地 植物リスト」(p.97-98)も参

考にしてください。その場で種名がわからない場合は、写真を撮り

記録に残します。また、リストに記載されていない希少種がみつか

れば記録します。植物の多くは外来種ですが、北海道に定着した時

代が古く、すでに農村景観の一部となっている植物もあります。 

トンボ類・カエル類： 草むらを歩くと、潜んでいたカエルやバッタ

の仲間が次々と姿を現します。また、草の上にとまっているトンボ

も飛び立つので、姿を確認できます。見取り調査（目で見て生き物

を探す調査）を行い、確認した個体数を記録します。 

マルハナバチ類： 作物と野生植物の受粉に役立っています。外来種

のセイヨウオオマルハナバチとそれ以外の在来マルハナバチ類に

分けて、見取り調査を行います。セイヨウオオマルハナバチは、体

が大きくお尻が白いことで区別がつきます（p.44 参照）。 

鳥類： ヒバリやノビタキなど草原性の鳥類が畦畔や畑地、牧草地を

利用します。また、畦畔ではアオサギ、カモ類など水辺の鳥もみら

れます。観察された個体数を記録します。 

哺乳類： 夜行性の動物や警戒心の高い動物も多く、直接姿をみる機

会は多くありません。糞、足跡、食痕など、動物がいた証拠（フィ

ールドサイン）についても、記録します。 
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水路の調査対象種と調査法  (調査票 p.91-92) 

植物： 畦畔の植物と同じ方法で調査を実施します。水際に近い場所

では湿性植物が多くなり、水路内は水生植物が生育するので、それ

ぞれ観察します。「水路・ため池 植物リスト」(p.94)も参考にして

ください。 

トンボ類・カエル類・鳥類： 畦畔と同じ方法で調査します。 

魚類・水生昆虫： 水田と同じ方法で調査します。 

 

管理が行われていない場所の調査 

 これまで紹介した水田、畦畔、水路は除草などの管理が日常的に行

われている環境ですが、防風林の林縁など日常的な管理が行われてい

ない場所では、しばしば高茎草本や灌木などに覆われます。このよう

な場所には、オオハンゴンソウ、アワダチソウ類など侵略的外来種と

呼ばれる植物が群落を作ることがあります。このような場所も記録し

ましょう。外来種の識別ポイントはインターネット上に詳しく載って

います（環境省ホームページ）。 
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水田生物調査票 
 
調査日          年  月  日  
天候          晴れ  曇り  雨  雪  その他 
調査地             
調査者             
 
    
【見取調査】 
１. 植物・トンボ類・カエル類・鳥類 

水田内で見つけた生物の確認欄に丸をつける。わかる場合は個体数も記録する。 
調査時間     ：  〜   ：    
調査ルート     （約   m） 

           
【捕獲調査】 
２. 魚類 

トラップを水中に沈め 24 時間後に回収する。捕獲された個体数を記録する。 
捕獲個体は写真撮影後に捕獲場所に放す。 
トラップ設置期間     年  月  日  ：  〜  月  日  ：   
トラップ設置場所                    
 

３. 水生昆虫 
たも網を用いてすくい取りを行う。捕獲された個体数を記録する。 
捕獲個体は写真撮影後に、捕獲場所に放す。 
調査時間     ：  〜   ：    
捕獲場所                     
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確認数 メモ

植物 オモダカ類

ヒルムシロ

ウキクサ類

ミズアオイ （希）

コナギ （希）

チョウジタデ （希）

アメリカセンダングサ （外）

イチョウウキゴケ （希）

シャジクモ （希）

アオミドロ類

その他

トンボ類 アカネ類　成虫

　　　　　ヤゴ

　　　　ヤゴ殻

イトトンボ類

その他

カエル類 エゾアカガエル　成体

　　　オタマジャクシ

　　　　　　　　卵塊

二ホンアマガエル　成体

　　　　オタマジャクシ

　　　　　　　　　卵塊

アズマヒキガエル （外）

ツチガエル （外）

トノサマガエル （外）

その他

鳥類 アオサギ

カモ類

その他

魚類 ドジョウ類

エゾホトケドジョウ （希）

その他

水生昆虫 ゲンゴロウ類 （希）

ガムシ類

コオイムシ

マツモムシ （希）

ミズカマキリ

その他

水田 (裏面)
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畦畔生物調査票 

 

調査日          年  月  日  

天候          晴れ  曇り  雨  雪  その他 

調査地             

調査者             

 

    

【見取調査】 

１. 植物・トンボ類・マルハナバチ類・カエル類・鳥類・哺乳類 

畦で見つけた生物の確認欄に丸をつける。わかる場合は個体数も記録する。 

調査時間     ：  〜   ：    

調査ルート     （約   m） 
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確認数 メモ 確認数 メモ

植物 スズメノヤリ ヒメジソ

スズメノテッポウ ナギナタコウジュ

ヒメクグ クルマバナ

ネジバナ カキドオシ

クルマバザクロソウ （外） ウツボグサ

キツネノボタン イヌゴマ

ナズナ ホトケノザ （外）

アズマツメクサ （希） ヒメオドリコソウ （外）

ヘビイチゴ ムラサキサギゴケ

ツルキジムシロ トキワハゼ

ミヤコグサ ミゾカクシ

スミレ類 オオハンゴンソウ （外）

エゾアカバナ アワダチソウ類 （外）

サクラソウ （希） その他

ハナイバナ

トンボ類 アカネ類　成虫

イトトンボ類

その他

エゾオオマルハナバチ

アカマルハナバチ

ハイイロマルハナバチ

その他在来マルハナバチ類

セイヨウオオマルハナバチ （外）

カエル類 エゾアカガエル

二ホンアマガエル

アズマヒキガエル （外）

ツチガエル （外）

トノサマガエル （外）

その他

鳥類 アオサギ

カモ類

ヒバリ

ノビタキ

その他

哺乳類 エゾシカ

エゾタヌキ

キタキツネ

アライグマ

エゾユキウサギ

その他

マルハナ
バチ類

畦畔 (裏面)

確認数 メモ
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畑地・牧草地生物調査票 

 

調査日          年  月  日  

天候          晴れ  曇り  雨  雪  その他 

調査地             

調査者             

 

    

【見取調査】 

1． 植物・トンボ類・マルハナバチ類・カエル類・鳥類・哺乳類 

調査ルートで見つけた生物（または、糞、足跡、食痕など生物の痕跡）の確認欄に

丸をつける。わかる場合は個体数も記録する。 

調査時間     ：  〜   ：    

調査ルート     （約   m） 
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確認数 メモ 確認数 メモ

植物 エゾノギシギシ （外） オオハンゴンソウ （外）

オトギリソウ アワダチソウ類 （外）

ムラサキケマン アキノキリンソウ

ナズナ ハハコグサ

キジムシロ エゾノキツネアザミ

スミレ類 コウゾリナ

メマツヨイグサ （外） ブタナ （外）

イヌホオズキ イワニガナ（ジシバリ）

ヘラオオバコ （外） セイヨウタンポポ （外）

アキタブキ その他

トンボ類 アカネ類　成虫

イトトンボ類

その他

エゾオオマルハナバチ

アカマルハナバチ

ハイイロマルハナバチ

その他在来マルハナバチ類

セイヨウオオマルハナバチ （外）

カエル類 エゾアカガエル

二ホンアマガエル

アズマヒキガエル （外）

ツチガエル （外）

トノサマガエル （外）

その他

鳥類 ヒバリ

ノビタキ

オオジュリン

コヨシキリ

オオジシギ

その他

哺乳類 エゾシカ

エゾタヌキ

キタキツネ

アライグマ

エゾユキウサギ

その他

畑地・牧草地 (裏面)

マルハナ
バチ類

確認数 メモ
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水路生物調査票 
 
調査日          年  月  日  
天候          晴れ  曇り  雨  雪  その他 
調査地             
調査者             
 
    
【見取調査】 
１. 植物・トンボ類・カエル類・鳥類 

水路内で見つけた生物の確認欄に丸をつける。わかる場合は個体数も記録する。 
調査時間     ：  〜   ：    
調査ルート     （約   m） 

           
【捕獲調査】 
２. 魚類 

トラップを水中に沈め 24 時間後に回収する。捕獲された個体数を記録する。 
捕獲個体は写真撮影後に捕獲場所に放す。 
トラップ設置期間     年  月  日  ：  〜  月  日  ：   
トラップ設置場所                    
 

３. 水生昆虫 
たも網を用いてすくい取りを行う。捕獲された個体数を記録する。 
捕獲個体は写真撮影後に、捕獲場所に放す。 
調査時間     ：  〜   ：    
捕獲場所                     
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確認数 メモ 確認数 メモ

植物 オモダカ エゾミソハギ

イトモ （希） ヒシ

ヨシ セリ

ウキクサ類 タヌキモ （希）

ガマ シャジクモ （希）

ミクリ類 （希） アオミドロ類

ミゾソバ その他

バイカモ （希）

トンボ類 アカネ類　成虫

　　　　　ヤゴ

　　　　ヤゴ殻

イトトンボ類

その他

カエル類 エゾアカガエル　成体

　　　オタマジャクシ

　　　　　　　　卵塊

二ホンアマガエル　成体

　　　　オタマジャクシ

　　　　　　　　　卵塊

アズマヒキガエル （外）

ツチガエル （外）

トノサマガエル （外）

その他

鳥類 アオサギ

カモ類

その他

魚類 ドジョウ類

エゾホトケドジョウ （希）

ギンブナ

ヤチウグイ

その他

水生昆虫 ゲンゴロウ類 （希）

ガムシ類

コオイムシ

マツモムシ （希）

ミズカマキリ

その他

水路 (裏面)

確認数 メモ
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単子葉 合弁花

オモダカ科 ウリカワ オオバコ科 オオアブノメ

アギナシ* アゼナ科 アゼナ

オモダカ アメリカアゼナ

ヘラオモダカ アゼトウガラシ

サジオモダカ オオバコ科 ミズハコベ

ヒルムシロ科 ヒルムシロ キク科 アメリカセンダングサ

ミズアオイ科 ミズアオイ＊ タウコギ

コナギ* ヤナギタウコギ＊

ツユクサ科 イボクサ シダ類

ホシクサ科 ヒロハノイヌノヒゲ デンジソウ科 デンジソウ＊

イネ科 イヌビエ 苔類

タイヌビエ ウキゴケ科 イチョウウキゴケ＊

ヒエ 藻類

ギョウギシバ ホシミドロ科 アオミドロ

エゾノサヤヌカグサ シャジクモ科 シャジクモ＊

ハイコヌカグサ

ウキガヤ*

スズメノテッポウ

ドジョウツナギ

サトイモ科 アオウキクサ

ウキクサ

カヤツリグサ科 ウキヤガラ

コウキヤガラ

タマガヤツリ

ミズガヤツリ

マツバイ

ハリイ

タイワンヤマイ

ホタルイ

イヌホタルイ

コホタルイ

シズイ*

離弁花

ベンケイソウ科 アズマツメクサ*

マメ科 クサネム

ミゾハコベ科 ミゾハコベ

アカバナ科 チョウジタデ

セリ科 セリ

水田　植物リスト 　

浅井・芝池(2007), 古原(2010), 持田ら(2002)を
参考に作成した.

*環境省(2020)及び北海道(2001)のレッドリスト
記載種（北海道の国内外来種は除く）.
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水路の生き物調査風景 

（上川総合振興局提供） 

単子葉 合弁花

オモダカ科 アギナシ* サクラソウ科 クサレダマ

オモダカ ミツガシワ科 ミツガシワ

ヘラオモダカ ムラサキ科 ノハラムラサキ

サジオモダカ タヌキモ科 タヌキモ*

マルバオモダカ* キキョウ科 サワギキョウ

トチカガミ科 クロモ キク科 ヤナギタウコギ＊

ヒルムシロ科 ヒルムシロ アメリカセンダングサ

ホソバミズヒキモ ノボロギク

イトモ＊ オオアワダチソウ

クサスギカズラ科 コバギボウシ シダ類

アヤメ科 カキツバタ* トクサ科 スギナ

ヒオウギアヤメ 藻類

イネ科 ヨシ シャジクモ科 シャジクモ＊

マコモ

クサヨシ

エゾノサヤヌカグサ

ウキガヤ*

ドジョウツナギ 豊島ら(2020)を参考に作成した．

サトイモ科 ウキクサ

コウキクサ

アオウキクサ

ガマ科 ガマ

ミクリ＊

エゾミクリ＊

タマミクリ＊

カヤツリグサ科 オオカサスゲ

ウキヤガラ

フトイ

離弁花

タデ科 ミゾソバ

キンポウゲ科 バイカモ＊

スイレン科 コウホネ

アブラナ科 オオバタネツケバナ

バラ科 クロバナロウゲ

ナガボノワレモコウ

ミソハギ科 エゾミソハギ

ヒシ

アリノトウグサ科 ホザキノフサモ

セリ科 セリ

ヌマゼリ*

ドクゼリ

水路・ため池　植物リスト 　

*環境省(2020)及び北海道(2001)のレッドリスト
記載種（北海道の国内外来種は除く）．
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単子葉 ナデシコ科 ウスベニツメクサ

イグサ科 クサイ ノミノツヅリ

コウガイゼキショウ ハコベ（コハコベ）

スズメノヤリ ミドリハコベ

イネ科 ススキ ノミノフスマ

チガヤ ウシハコベ

チゴザサ オランダミミナグサ

イヌビエ ミミナグサ

メヒシバ ツメクサ

アキメヒシバ アブラナ科 イヌナズナ

アキノエノコログサ ナズナ

シバ タネツケバナ

ギョウギシバ イヌガラシ

ヨシ ベンケイソウ科 アズマツメクサ*

エゾノサヤヌカグサ バラ科 ヘビイチゴ

スズメノカタビラ ツルキジムシロ

ナガハグサ エゾノミツモトソウ

ホソムギ マメ科 ミヤコグサ

ネズミムギ セイヨウミヤコグサ

カモガヤ ウマゴヤシ

イヌムギ コメツブウマゴヤシ

シバムギ ムラサキツメクサ

オオアワガエリ シロツメクサ

スズメノテッポウ クズ

カヤツリグサ科 アゼスゲ カタバミ科 カタバミ

アゼテンツキ* トウダイグサ科 コニシキソウ

ヒデリコ エノキグサ

ヒメクグ ブドウ科 ヤブガラシ

カヤツリグサ アオイ科 イチビ

ラン科 ネジバナ スミレ科 スミレ

離弁花 タチツボスミレ

タデ科 ギシギシ アカバナ科 エゾアカバナ

エゾノギシギシ メマツヨイグサ

ミゾソバ ウコギ科 オオチドメ

イヌタデ

ヤナギタデ

オオイタドリ

ザクロソウ科 クルマバザクロソウ

スベリヒユ科 スベリヒユ

ヒユ科 アオビユ

イヌビユ

シロザ

キンポウゲ科 キツネノボタン

ドクダミ科 ドクダミ

畦畔　植物リスト(1) 　
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合弁花 キク科 ブタクサ

サクラソウ科 サクラソウ＊（胆振・日高） トキンソウ

キョウチクトウ科 ガガイモ コシカギク

ヒルガオ科 アメリカネナシカズラ ヨモギ

ヒルガオ オオヨモギ

ムラサキ科 ノハラムラサキ ハキダメギク

ハナイバナ オオハンゴンソウ

シソ科 イヌコウジュ* アラゲハンゴンソウ

ヒメジソ タウコギ

ナギナタコウジュ ノボロギク

クルマバナ アキタブキ

カキドオシ オオアレチノギク

コバノカキドオシ ハルジオン

ウツボグサ ヒメムカシヨモギ

セイヨウウツボグサ ホウキギク

イヌゴマ ユウゼンギク

ホトケノザ ヒメジョオン

ヒメオドリコソウ オオアワダチソウ

ナス科 イヌホオズキ セイタカアワダチソウ

アゼナ科 ウリクサ ハハコグサ

サギゴケ科 ムラサキサギゴケ チチコグサ

トキワハゼ チチコグサモドキ

オオバコ科 オオバコ ブタナ

ヘラオオバコ オニノゲシ

オオイヌノフグリ イワニガナ（ジシバリ）

タチイヌノフグリ オオジシバリ

カワヂシャ ニガナ

キキョウ科 ミゾカクシ セイヨウタンポポ

アカミタンポポ

ヤブタビラコ

シダ類

コバノイシカグマ科 ワラビ

トクサ科 スギナ

佐合(2007), 徐ら(2000), 梅本・山口(1997)を参
考に作成した．

畦畔　植物リスト(2) 　 　

*環境省(2020)及び北海道(2001)のレッドリスト
記載種（北海道の国内外来種は除く）．
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単子葉 オトギリソウ科 オトギリソウ

イグサ科 イグサ ケシ科 ムラサキケマン

ツユクサ科 ツユクサ アブラナ科 ナズナ

イネ科 ススキ タネツケバナ

イヌビエ イヌガラシ

メヒシバ キレハイヌガラシ

アキメヒシバ スカシタゴボウ

アキノエノコログサ バラ科 ナワシロイチゴ

キンエノコロ ウラジロエゾイチゴ

ヨシ キジムシロ

スズメノカタビラ オオダイコンソウ

ナガハグサ マメ科 シナガワハギ

ネズミムギ シロバナシナガワハギ

カモガヤ ムラサキウマゴヤシ

イヌムギ （アルファルファ・ルーサン）

シバムギ ムラサキツメクサ

カモジグサ シロツメクサ

ハルガヤ カタバミ科 カタバミ

コヌカグサ フウロソウ科 ゲンノショウコ

ヤマアワ アオイ科 イチビ

オオアワガエリ スミレ科 タチツボスミレ

サトイモ科 カラスビシャク アカバナ科 メマツヨイグサ

ラン科 ネジバナ ウコギ科 オオチドメ

離弁花

タデ科 ヒメスイバ ※太字は牧草地で記録された種

スイバ

ギシギシ

エゾノギシギシ

ミチヤナギ

ハイミチヤナギ

タニソバ

イヌタデ

オオイヌタデ

ハルタデ

ソバカズラ

ナデシコ科 オオヤマフスマ

ハコベ（コハコベ）      

ノミノフスマ

ミミナグサ

オランダミミナグサ

ツメクサ

オオツメクサ

ヒユ科 イヌビユ

ホソアオゲイトウ

シロザ

　畑地・牧草地　植物リスト(1)　
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合弁花

キョウチクトウ科 イケマ

アカネ科 ヘクソカズラ

シソ科 ナギナタコウジュ

ナス科 イヌホオズキ

テリミノイヌホオズキ

オオバコ科 ヘラオオバコ

オオバコ

オオイヌノフグリ

キク科 オトコヨモギ

オオヨモギ

ヨモギ

アメリカセンダングサ

アキタブキ

ハルジオン

ヒメムカシヨモギ

ヒメジョオン

セイタカアワダチソウ

アキノキリンソウ

ハハコグサ

エゾノキツネアザミ

コウゾリナ

ブタナ

ハチジョウナ

ノゲシ

オニノゲシ

アキノノゲシ

イワニガナ（ジシバリ）

コウリンタンポポ

セイヨウタンポポ

シダ類

コバノイシカグマ科 ワラビ

トクサ科 スギナ

※太字は牧草地で記録された種

浅井・芝池 (2007), 加納ら (1993), 酒井 (1984)を参考に作成した．

畑地・牧草地　植物リスト(2)
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生き物の同定に役立つ図鑑や HP 

 

植物 

・北海道の草花 梅沢俊（2018）北海道新聞社 

・植調雑草大鑑 浅井元朗（2016）（株）全国農村教育協会 

・新北海道の花 梅沢俊（2012）北海道大学出版会 

・花と葉で見わける野草 監修 近田文弘 著者 亀田龍吉・有沢重雄

（2010）（株）小学館 

・北海道の樹 辻井達一・梅澤俊・佐藤孝夫（1996）北海道大学出版会 

・北海道 樹木図鑑 佐藤孝夫（1995）(株)亜璃西 

 

昆虫 

・増補改訂版 探そう！ほっかいどうの虫 堀繁久（2021）北海道新聞社 

・日本産マルハナバチ図鑑 木野田君公・高見澤今朝雄・伊藤誠夫（2013）

北海道大学出版会 

・札幌の昆虫 木野田君公（2007）北海道大学出版会 

・田んぼの生きもの図鑑（-水生昆虫編Ⅰ コウチュウ目・カメムシ目-，

-水生昆虫編Ⅱ トンボ目-，-昆虫編 バッタ目-） (社)農村環境整備

センター（2009，2010，2011）http://www.acres.or.jp/Acres 

/tanbonoikimono/ 

 

その他 

・北海道の野鳥 編集 北海道新聞社（2020）北海道新聞社 

・北海道の魚類 全種図鑑 尼岡邦夫・仲谷一宏・矢部衛（2020）北海道

新聞社 
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・北海道爬虫類・両生類ハンディ図鑑 徳田龍弘（2015）北海道新聞社 

・ネイチャーガイド 日本のクモ 新海栄一（2010）（株）文一総合出版 

 

共通 

・鳥類に優しい水田がわかる生物多様性の調査・評価マニュアル 

編集・発行 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 

農業環境変動研究センター（2020） 

・農業に有用な生物多様性の指標生物調査・評価マニュアル Ⅱ 資料 

農林水産省農林水産技術会議事務局・(独)農業環境技術研究所・(独)農

業生物資源研究所（2012） 

・特定外来生物の見分け方（同定マニュアル）環境省のホームページ

(http://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/manual.html) 
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ｄ．環境マップ 

 調査の結果を整理し、事業対象地にどのような環境があるのか、全

体を把握するために環境マップを作成しましょう。地形図を利用する

こともできますが、航空写真に特徴的な環境を文字と写真で記入する

と、イメージしやすくなります。環境マップには、環境創造区域とな

る場所、環境創造区域外でも残存する自然度の高い場所、希少種やシ

ンボルとなる生き物を確認した場所など、保全対象となる場所を示す

とともに、環境配慮の対象となる畦畔や水路、そこで確認された特徴

的な生き物の名前も記載しておきましょう。また、駆除の対象となる

特定外来植物の群落なども示しておきます。 

 どのような環境配慮を実施するのかを検討する際の基本となる材料

として、環境マップを有効に活用しましょう。 

当別町の調査結果を基に作成した環境マップのイメージを例とし

て挙げます。 
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(２)生き物に注目した環境配慮の取り組み方法 

a.注目する生き物の選定 

事前調査によって確認された生き物を、第３章（３）で紹介した農

村生態系を特徴づける①地域のシンボルとなる大型の鳥類、②地域の

典型的な植物や小動物、③希少種や限られた環境でみられる特殊な動

植物の３タイプに分類し、それぞれ種を選定して保全することによっ

て、地域の生態系の特性を保全することができます。特に、タイプ②

の動植物を保全することによって、農村らしい景観が保全されます。

第３章（４）で紹介した農業に有用な生き物のほとんどは、タイプ②

に分類されます。畦畔・水路や農道の法面の植物もほとんどが、タイ

プ②に分類されます。第３章（２）〇畦畔・水路や農道の法面の植生

管理 で紹介した畦畔や法面に適した植物の条件を参考に、複数の種を

選定しましょう。 

 

b.生育・生息環境の維持、再生に必要な対策の検討 

選定した生き物が利用する環境が、適切な環境配慮によって良い状

態に保たれることが大切です。植物や土壌動物など１つの環境だけで

生活する生き物もいれば、カエルのように成長のステージによってす

みかを変えたり、鳥類やハナバチ類のように広く移動しながら生活す

る生き物もいます。動物では、営巣や産卵の環境、餌をとる環境、休

んだり隠れたりする環境がそれぞれ保全され、また水路、防風林や畦

畔などの植生により環境間のつながりが確保されていることが必要で

す。事業の実施によって、選定した生き物が利用する環境が悪化する

と予測される場合や、すでに悪化がみられる場合は、対策が求められ

ます。また、選定した生き物にとってより良い環境を創造するために

考えられる対策について、次にいくつかのケースを紹介します。 
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① 地域のシンボルとなる大型の鳥類  大型の鳥類を保全するため

には、営巣地と餌場の環境を保全することが大切です。事業対象地

に営巣地や餌場となる水辺がある場合は、その場所での事業の実施

を回避することが必要です。また、餌場となる水辺で水生生物が生

息できるように、②で示すような配慮が必要です。事業対象地外で

あっても、事業対象地に近い場所に巣が確認された場合は、営巣時

期（4～7 月）の工事を避けて巣の放棄などの影響を避ける配慮が必

要です。 

 

② 地域の典型的な植物や小動物  自然林や防風林、ため池などは、

多くの動植物のすみかとなっているので、事業を回避する必要があ

ります。また、農村を特徴づける植物や小動物は、水田や畦畔、水

路、牧草地に生育・生息するものが多く、農作業との関わりが直接

生じます。 

〇水源・水路・水田の連結  水路の整備では、水源－水路－水田の

連結が重要です。水路と水田の間は、動物の移動を妨げないよう魚

道の設置や自然素材を用いた護岸工事、水路に蓋をするなどの配

慮を行います。 

〇畦畔や法面の雑草管理の工夫  畦畔や法面では、草刈りの際に

特定の植物を残すなど、雑草の管理方法を工夫することによって、

強害雑草を減らし、土壌崩壊を防ぎ、きれいな花の咲く植生に誘導

することができます。花が多ければ、送粉昆虫も集まってきます。

また、刈りムラを作ったり、刈草を不均一に残しておくなど植生に

変化をつけることで、農業に有用な小動物のすみかとなる環境を

作り出します。 
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〇牧草地の刈り取りの工夫  畦畔や法面と同様、牧草として播種

されたマメ科植物や雑草の花が訪花昆虫を集め、茂みがあれば小

動物のすみかになります。可能であれば、牧草地のごく一部で刈り

取りの回数を少なくしたり、刈り取りの高さを高めにするなど、生

き物のすみかとして位置づけることも考えられます。 

〇農作業の時期の工夫  ヤゴの羽化や、畦畔に営巣する鳥類の巣

立ちなど、生き物の生活史に合わせて農作業の時期を少しずらす

ことで、生物多様性を高めることが期待できます。除草剤や農薬の

使用を控えるなど環境保全型の農法を採用することも、豊かな生

き物を育むうえで大切です。 

〇遊休農地の雑草管理  外来植物が繁茂しやすい場所ですが、カ

エルや訪花昆虫など小動物の生息環境になります。一方、鳥獣害の

増加の要因の一つとして、遊休農地の増加が挙げられており、土地

所有者の意向もありますが、遊休農地をどのような植生に維持す

るのかを明確にして、定期的な刈り払いを行うなど、適正に管理す

ることが求められます。 

 

分類群ごとの具体的な保全手法については、次ページに例を示しま

す。ここで紹介したように、農村に典型的な動植物を保全するために、

多くの事業対象地で取り組める環境配慮としては、排水路の小規模な

土木工事を伴う改善と、畦畔・法面などの植生誘導のための管理が現

実的です。小さなことでも実現可能なことから事業に取り入れていく

ことで地域の生物多様性を保全することができます。 
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③ 希少種や限られた環境でみられる特殊な動植物  希少種や特別

な環境をすみかにしている生き物は、事業の影響を受けることによ

る地域絶滅のリスクが高いので、生育・生息地が事業予定地に入っ

ている場合は、可能な限り回避の措置をとります。さらに、生育・

生息条件が保たれるよう、できるだけ周辺部も含めて十分な範囲を

保全対象とすることが必要です。 

回避の措置がとれない場合、対象となる生き物を別の似た条件

の環境に移すといった対策が行われることがありますが、移した

場所で存続できるとは限らないため、あくまで最終手段とします。

やむを得ず実施する場合も、移動元からなるべく近い場所にある

本来の生育・生息地と同等の環境を選ぶこと、また移す際の方法に

ついても専門家に相談するなど慎重に検討することが必要です。

移動元から近い場所を選ぶ理由は、移す場所に同じ種が生育・生息

している場合に、距離が離れるほど移動元と遺伝的特徴が異なる

と考えられるためです。 

 

④ 外来種  外来種の中でも、特定外来生物のアライグマ、ミンク、

ウチダザリガニ、オオハンゴンソウなど、また、国内外来種のアズ

マヒキガエルなどは、地域の生態系に悪影響を及ぼし、生物多様性

を脅かすだけでなく、農業被害をもたらすものもあることから、駆

除の取り組みは環境配慮になります。外来生物の種類によって取り

扱い方法が異なることから、北海道環境生活部環境局自然環境課の

ホームページなどを参照してください。  
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（３）環境配慮施工後の管理とモニタリング 

a.施工後の管理 

 環境配慮の施工後は、適正に管理を行い、効果を持続させる必要が

あります。環境配慮は施工と管理のセットで考え、あらかじめ管理の

方法やスケジュールを決めておきましょう。 

○排水路  排水路では定期的に泥上げ作業が行われますが、泥を徹

底的に除去してしまうのではなく、少し泥を残すようにすると水生

生物が生息できます。また、護岸の補修を行う際には、小動物の移

動が妨げられていないか、水際に誘導した植生が維持されて産卵場

所や生息環境が確保されているかもあわせて確認し、必要に応じて

対策を行います。 

○畦畔・法面  植生を適切に保持するため、草丈の高い植物を繁茂

させないよう定期的な草刈りが欠かせませんが、地面が露出するほ

ど短く刈り込むと植物の再生が遅れ、小動物の生息地としての質も

低下するので、ある程度の高さ以上に保ち、場所によって刈り具合

に変化を付けるなど刈りムラを作るようにします。また、農地の強

害雑草や草丈の高い外来植物など誘導したい植物以外の植物の生

育が確認された場合は、早めに抜き取るなどの対策をとる必要があ

ります。一方、草刈りを続けることによって、ネジバナなど希少な

在来植物が定着することも期待されます。このような植物を発見す

るのも楽しいものです。 
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b.モニタリング 

 事業実施後に環境配慮の効果や事業そのものの影響を評価し、その

後の維持管理に活かしていく必要があります。そのためには、環境配

慮の保全対象として選定した注目すべき生き物について、生育・生息

状況の定期的な調査＝モニタリングを行います。事前調査で作成した

調査票を利用して、事前調査と同様に調査を行い、結果を整理して、

選定した生き物が確認できたか、また水路などで施工した配慮が機能

しているか、畦畔や法面の植生がめざした姿に誘導されているかを評

価し、補修や維持管理の方法を検討する材料にします。 

 

c.地域の活動 

 環境配慮のモニタリングや管理は、農地や水路など地域資源の保全

管理の一環であり、農家や近隣住民が共同で取り組む地域活動として

位置づけ、息長く続けることが大切です。地域の活動を支援する制度

として多面的機能支払交付金を活用することができます。地域住民の

みならず、都市との交流事業としてボランティアを募って管理やモニ

タリングを実施したり、学校と連携して生き物調査を行うことも、農

業や農村環境を知ってもらう環境教育として重要です。 

 2001 年度から農林水産省と環境省が連携して農村地域の生き物や

生態系に関する情報を収集、蓄積することを目的に、「田んぼの生き物

調査」が実施されています。これは、全国の水田と農業用水路、ため

池など周辺水域の魚やカエルなどの生息状況の調査で、北海道でも調

査が行われました（次ページ参照）。  
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